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大井町乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

 

１ こども誰でも通園制度の実施に向けた準備について 

令和８年４月１日からこども誰でも通園制度を開始するに当たり、「大井町乳児等通園

支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「大井町特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定める条例」に基づき、認可・確認申請のあった施設の審査を実

施。 

大井保育園及びこもれびと風おおい認定こども園の２園において、基準を満たしており、

必要書類の提出も確認した。その結果、利用定員を以下の表のとおり定める。 

 

※認可：設備及び職員の配置等に関する基準を満たし、適切にこども誰でも通園制度を

実施できる施設であるかを審査し、適切であると認めること。 

※確認：認可された事業者が条例で定める基準に則った手続きや運営を行っているかを

審査し、給付を受けることが適切であると認めること。 

 

【利用定員】 

 利用定員 大 井 保 育 園  
こ も れ び と 風  

お お い 認 定 こ ど も 園  

１時間当たり ２人 ３人（０歳児：１人、１歳児：１人、２歳児：１人） 

  

２ 実施園の開所日などについて 

  大 井 保 育 園  
こ も れ び と 風  

お お い 認 定 こ ど も 園  

対象児童 
満１歳から３歳未満 

（３歳の誕生日の前々日まで） 

０歳６か月から３歳未満 

（３歳の誕生日の前々日まで） 

実施時間 
週１日（原則水曜日） 

９：００ ～ １１：００ 

週４日（原則月、火、木、金曜日） 

９：００～１２：００ 

人  数 

原則２人 

（専用室独立実施） 

※一時預かり保育の子どもと合同に

なる可能性あり 

原則３人 

（在園児合同実施） 

給  食 提供なし 提供あり 

午  睡 対応なし 対応なし 

利 用 料 １時間当たり 300円 

１時間当たり 300円 

※別途、給食費（300円）等の 

負担あり 



３ 利用方法について 

 

STEP

１ 

利用者による申請 
国の総合支援システムへアクセスし、電子申請を 

行います。 

 

STEP

２ 

町による認定 
町の認定審査後、アカウント発行のお知らせ 

メールが届きます（申請後順次認定）。 

 

STEP

３ 

決定通知受理 
アカウント発行のお知らせメールに添付のＵRＬ 

からログインして、子どもの情報を入力します。 

 

STEP

４ 

初回面談(要予約) 子どもと一緒に利用希望施設の面談を受けます。 

 

STEP

５ 

施設の利用(要予約) 施設を利用します。 

 


